
関西大学独逸文学会会則

第１条　本学会は関西大学独逸文学会と称する。

第２条　本学会はドイツ語学 一文学・文化・ドイツ語教育の研究および

普及をはかることを目的とする。

第３条　本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

１．毎年１回総会を開く。

２．毎年研究発表会を開く。

３．毎年機関誌を発行する。

４．その他研究会、講演会などを行う。

第４条　本学会は次の会員で組織する。

１．本学の専任教員で本学会の趣旨に賛同する者。

２，本学学部学生・大学院生ならびに卒業生で本学会の趣旨に賛同

する者。

３．その他本学会の趣旨に賛同する者。

第５条　本学会は会長１名・幹事会を置く。

１．会長は幹事会が会員の中から推薦し、総会が嘱任する。

任期は２年とし再任を妨げない。

２．幹事会は、本学専任教員の会員で構成する。

第６条　本学会は企画委員会、編集委員会、および会計委員を置く。企

廁委員、編集委員、会計委員は、幹事会が会員の中から委嘱す

る。委員の任期は２年とし再任を妨げない。

第７条　会計年度は４月１日より翌年３月31 日までとする。

第８条　会費（年額）は次の通り。常勤職を持つ一般会員（＝会計区分

人）は6,000円、常勤職を持たない一般会員 し 会計区分Ｂ）

は4,000円、大学院生を含む学生会員（＝会費区分Ｃ）は500

円。（会費区分については自己申告とする。また本学専任教員

は別途定める。）会費滞納３年で会員の資格を失う。

第９条　本学会の事務室は本学文学部ヨーロッパ文化専修合同研究室に

置く。



第10条　 会則の変更は幹事会を経て総会の審議によって行う。

付則　 この会則は2015 年４月１日から適用する。
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